
【薬理試験等実施に関するご質問】 

 

Q1: 提携先である株式会社ケー・エー・シーで実施される遺伝子改変動物を用いた薬理試験のレ

ベルは? 

Ａ1: 「申請資料の信頼性の基準」レベルの薬理試験は実施可能です。なお、同施設の病理組織

標本作製部門は GLP 適合となっております。 

 

Q2: 遺伝子改変動物の作製、維持繁殖をお願いした際、研究員が動物飼育施設に出向き、薬

理試験などを自ら実施することは可能か? 

Ａ2: 飼育専用施設での実験は微生物制御等の観点から不可能ですが、隣接する株式会社ケ

ー・エー・シーの薬理試験専用施設をレンタル頂くことにより実施可能です。 

 

 

以上 


